様式例①理事及び監事全員が口頭により招集手続の省略に同意した旨を理事会議事録に明記していれば、本同意書の作成は不要


学校法人〇〇学園　
理事長　様


理事会の招集手続省略に関する同意書


私は、私立学校法第44条第１項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条第２項の規定に基づき、招集の手続を経ることなく下記のとおり理事会を開催することに同意します。

記

1　日　時
　　〇年〇月〇日（◯曜日）　〇時〇分～

2　場　所
　　学校法人〇〇法人本部　会議室

3　議題・議案


以上　


年　　月　　日　

理事　　　　　　　　　　　　　
【様式例に関する補足】
・招集通知の省略をする場合は理事及び監事の全員の同意が必要です。
【参考条文】
［一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条（招集手続）］
第九十四条　理事会を招集する者は、理事会の日の一週間（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。






